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子ども及びその保護者への
ジェネリック医薬品啓発事業について

○子どもの世代で普及率が低いことが指摘されていることから、普及率の底
上げを行うべく、令和２年度からジェネリック医薬品への切り替えにより
１００円以上の医療費減額が見込める１５歳未満患者（国民健康保険の被保
険者）を対象として、資材送付による啓発を実施してきた（～令和５年度）。

○（令和６年度～）啓発対象者拡大の観点から、「子ども医療証」等に貼付
可能なＧＥ希望シールを作成し、対象者に配布。
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啓発用パンフレット
ＧＥの安全性に関することや、
ＧＥ選択が社会に貢献できることが
記載されたＡ４サイズ三つ折りのもの

<表面>

<裏面>

子ども及びその保護者への啓発資材

ＧＥ希望シール（５種）

名刺サイズの台紙に保険証や「子ども医療証」に貼付
可能な大きさのシール <５種類のデザインを送付>

○送付する啓発資材は、啓発用パンフレット（１種）及びGE希望シール（５種）。
協力市町村に対し、希望する啓発資材を必要部数送付する。
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令和７年度事業実績

○県内各市町村へ、協力依頼及び必要部数を聞き取り
→５１自治体※に対して令和８年２月に送付

（※希望しない自治体は、在庫があるため今回は不要等の理由による）

○啓発資材ごとの配布部数は以下のとおり。
・啓発用リーフレット（１種） ３６，３５５部※

・GE希望シール（全５種） 計４９，０４０部

GE希望シールの例（左：幼児向け、右：中高生向け）

○本事業を継続し、県内市町村における子ども医療証（※）の新規発行時（子の出生時等）
に啓発資材を同封して配布を依頼。

令和７年度の事業について

※ 1自治体に対して令和７年１１月に追加送付した各500部を含む

デザイン別内訳
幼児向け １２，８９５部
中高生向け １，７００部
アビスパ福岡 ２，５２５部
ギラヴァンツ北九州 １，４５０部
ソフトバンクホークス ３０，９７０部※



バイオシミラー使用促進啓発のための
取組について

令和７年度第２回福岡県ジェネリック医薬品使用促進協議会

5



6

バイオシミラー啓発資材の作成について

○病院、薬局等で使用する患者向け資材として、
令和６年度公募型プロポーザル方式で作成。

○令和７年度の配布予定（令和７年度中に発送）

県内医療機関（病院・診療所）：各ポスター、
リーフレットを一定数配付。年度途中の追加配布に
応えられるよう需要調査。

令和７年度の事業について

B3版ポスター

A4三つ折りリーフレット
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バイオシミラーその他の啓発活動について

○全国健康保険協会福岡支部と福岡県
共催にてバイオシミラー普及に関す
るセミナーを実施（医師・薬剤師向
け）。

○日時 令和7年12月９日（火）
１９～２０時

○会場 TKPガーデンシティ博多新幹
線口4-A会議室

（WEB配信ハイブリッド形式）

○参加者数 ５６名

○講師 兼重教授（福岡大学薬学部）
座長 三嶋薬剤部長(福岡山王病院)

令和７年度の事業について

（福岡県ホームページより抜粋）
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バイオシミラーその他の啓発活動について（講習会）

○全国健康保険協会福岡支部と福岡県薬務課共催にて医師・薬剤師向け啓発（講
習会）を実施済。アンケート回答結果から、リーフレット・チラシ等の啓発資
材への期待が寄せられる一方、参加者では活用していないが最も多数を占めた。

→参加者の医療機関においてバイオシミラーを使用していないか、実際に活用せ
ずにバイオシミラーへの切り替えが進められていると考えられる。

令和７年度の事業について

（全国健康保険協会福岡支部提供）
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バイオシミラーその他の啓発活動について（病院訪問）

○医療機関訪問同行等を通じ、好事例を収集、啓発活動の参考としたい（令和８
年２月実施中）

○（参考）福岡県内の「バイオ後続品使用体制加算（入院初日） 」はR8.1.1時
点で27件であり、病床数別施設数は以下のとおり。

令和７年度の事業について
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福岡県内の

バイオ後続品使用体制加算

（入院初日）算定施設

20-99

100-199

200-299

300-399

400-499

500-599

600以上

病床数
施設

九州厚生局
R8.1.1現在の届出受理医療機関名簿より

R6.3.5厚生労働省
保険局医療課資料
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次年度の福岡県ジェネリック医薬品使用促進事業について

○子ども及びその保護者へのジェネリック医薬品啓発事業について

→市町村を通じた出生数及び転入者数から、毎年3万人超が配布対象となりう
るため、継続して実施したい。

○バイオシミラー使用促進啓発のための取組について

→啓発資材の配布等を継続。並行して、先進的な取組を行う病院や、製造販
売業者等からの情報収集を行い、県の施策を検討する。

○レセプトデータの利活用について

→レセプト分析（R7開始）については継続して実施することとし、協議会に
おいて報告することとする。

令和８年度の事業について
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次年度の福岡県ジェネリック医薬品使用促進事業について

令和８年度（２０２６年度）

４～６ ７～９ １０～１２ １～３

県協議会 ●
第１回

●
第２回

流通実態調査、啓発（リーフレット等）

レセプトデータの利活用 ●
報告

課題

解決型
事業

医療機関・市町村

子ども及び保護者 ●
啓発資材配布

準備・実施・解析

レセプトデータを踏まえた対応

協力依頼・部数調査
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令和７年度第２回福岡県ジェネリック医薬品使用促進協議会

発送準備

データの分析、公表・活用方法の検討


